
公民館の予約方法

施設窓口 電話 予約システム

事前手続き

利用団体登録申請

　主に利用する公民館（主登録館）を1館選び、その窓口に利用登
録申請書を提出します。
　公民館を利用できる団体と認定されると、利用者ＩＤ（認証番号）
とパスワードが交付されます。
　
　※利用団体登録の有効期限は、毎年度末（3月31日）です。引き
続き公民館を利用する場合は、主登録館の窓口で更新手続きが
必要です。

施設を利用する1週間前まで 主登録館のみ × ×

抽選予約

　抽選予約は、主登録館のみ申込みできます。
　

利用月の3ヶ月前の

15日午前9時から
25日午後5時まで

○ × ○

抽選結果の確認

　

利用月の3ヶ月前の

28日から8日間
○ ○ ○

2ヶ月前

先着予約

　先着予約は、主登録館以外も申込みできます。
　電話で予約する場合は、利用する公民館に直接お電話くださ
い。
　

利用月の2ヶ月前の

1日午前9時から
利用日3日前の午後5時まで

○ 　　　　○
※利用施設のみ
※毎月1日は午
後1時から受付

○

利用日

特記事項

定期利用制度について

予約方法
申込み方法等 受付等の時期

3ヶ月前

定期利用制度について
　 月2コマを上限として、1年分を予約できる制度です。
　 制度を利用できない公民館もありますので、詳しくは施設にお問い合わせください。


